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令和２年４月定例教育委員会会議録 
  

１．開催日時     令和２年４月２８日（火） １５時００分～１６時２０分 

２．開催場所     日野町役場 ２０１会議室 

３．出席委員     今宿綾子教育長、高橋政宏教育長職務代理者 

   谷 信代委員、西村吉弘委員、吉澤正義委員  

４．出席事務局員   教 育 次 長：望主 昭久  

 生涯学習課：参事 加納 治夫 

 図 書 館：館長 長谷川 毅 

 子ども支援課：課長 宇田 達夫  

   

 

今宿 教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

日程１ 開会 

ただいまより日野町教育委員会４月定例会を開催させていただきた

いと思います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程２ 教育長あいさつ 

 

（教育長あいさつ、主な経過を報告） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程３ 前回議事録の報告 

お手元に配付させていただきました議事録につきましては、前回の委

員会の報告でございまして、委員の皆様においてご覧いただきまして、

異なるところがあれば事務局まで連絡をお願いしたいと思います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程４ 経過報告 

続きまして、日程４の経過報告でございます。次長、お願いします。 

 

（経過報告） 

 

以上でございますが、１ページから７ページまでの経過報告につきま

しては、書面でご覧いただきまして、また何かありましたらお出しいた

だければと思いますが。 
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西村 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

 

 

ここで質問をさせていただいていいでしょうか。今般、４月から異動

でご就任いただいた方におかれましては、緊急事態の中でのスタートと

いうことで大変なご苦労もあろうかと思いますが、ひとつよろしくお願

いいたします。委員の西村と申します。 

今回のコロナ対策の件でございますけれども、いろいろと事務局でご

対応いただいてありがたいと思っております。個々の中身等につきまし

ては、いずれ緊急事態が収束した後に、いろいろな検討をしていただく

と思うのですが、現状としては、専門家の知見に沿った内容でそれを実

施していくということのほかないと思いますし、小中学校の再度の臨時

休校に至りましても、これは妥当な措置であろうと思います。 

特に人との接触の度合いを減らすということでは、例えば学童につき

ましても、できるだけ自宅にいられるようなご配慮をいただくようなご

苦労もいただいているようですので、その辺はよく考えていただいてい

るなと思います。 

また、学校が休校というのは、学校現場はもちろんのこと、特に保護

者、児童生徒がいるご家庭には大きな影響があったと思います。これか

ら休業も引き続きますので、それぞれ各方面にわたってご苦労をいただ

きながら進んでいくのではないかなと思います。 

もう１つ思いますのは、子どもから見た場合の学習権の保障、学ぶ側

の子どもたち、児童生徒に対しては、やはりこの期間、先生方の専門的

な立場でのきめの細かい指導が必要ではないかと思いますし、現にいろ

いろご苦労なさっているのではないかと推察します。まさに教員の方々

にとっては、プロとしてのいろいろな創意工夫を活かして、自分自身の

力を発揮していただく場面ではないかなと思いますし、ご家庭における

保護者の方々におかれては、そういったことに対する期待というものが

あると思います。また、いろんな工夫をされて前向きに取り組んでおら

れる事例もあろうと思いますので、その辺の知恵をつぎ込んでいただき

まして、もうしばらくの期間、プロとしての力を発揮していただけるよ

うに、委員としては期待するところでございます。 

 

ありがとうございます。まずお答えさせていただく前に、委員の皆様

のご紹介をさせていただかないといけなかったなと気がつきました。よ

ろしいでしょうか。 

 

（委員自己紹介） 
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今宿 教育長 

 

 

高橋 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございます。西村委員さんからご意見いただいたのです

が、関連していかがでしょうか。 

 

２月２７日の夕方に総理大臣が休校ということでお話をされまして、

今日に至っているわけでございますが、少し意見をかいつまんで申し上

げたいと思います。 

２月２８日くらいから今日まで、教育長をはじめ事務局の方々には大

変なご苦労をいただいて、さらにまた校園長会等を開く中で情報交換な

どしていただき、今まさに西村委員さんがおっしゃいました子どもたち

の学習の保障といったこともしていただいていると思います。 

その中で、私は教育長職務代理者という立場から感想を申し上げま

す。１つは、私たちここに並んでいる者は教育委員という立場ですけれ

ども、私はもともと教員ですけれども、他の教育委員会にも勤務をして

いたこともありまして、どうしてもそういうことが思い出されてくるわ

けですが、今回、非常事態宣言、休校する、さらに延長する、こういう

ことがあったわけですけれども、電話では私もやり取りさせてもらっ

て、教育委員という者は、教育委員会を構成する重要な立場かなと思っ

ております。 

具体的には、教育長、教育委員会事務局で決められたことを少なくと

も伝えていただきたいということを申し上げていたわけでありますが、

そこら辺について、私は個人的には、今般のこういう非常事態ですので、

ほかの市町がどうなのかということは聞いておりませんけれど、休校に

するとか、やはり事前に私も教えていただいたことがあるわけですが、

ここに並んでいる教育委員の４人には、少なくとも事前に伝えていただ

くというのがルールではないのかなと思います。そうでないと、いった

い教育委員というのは、こういう非常事態の時にはどういう動きをすれ

ばいいのかということが、私自身にも問われてくるのかなと思います

し、そんなことを思いました。 

もう１つは、実はこういうふうになりますと町内の小中学校、休校中

の勉強等どういうふうにしていったらいいのかなということで、私も実

は正直なことを申し上げますと、桜谷小学校と日野中学校に寄せてもら

いました。具体的なところが、やはり、たぶん、会話の中では相当困っ

ておられるところがあると感じました。どんなことを具体的にしていけ

ばよいのかと。 

今般、５月３１日まで休校するということを野洲市が宣言されました
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今宿 教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ね。そうしたら、いち早くホームページでオンライン授業とか、民間企

業が噛んでの話でしょうか、かなり準備がバタバタと整えられて、そし

てされたのではないかと思いますし、そのあたりの状況は市町によって

違うわけですけれども、日野町の場合ですと、やや、私が受け止めた感

覚ですと、休みが長くなっていくと教員はこれからどういうふうにして

いったら、子どもたちの学習を守っていくというのか、どうしたらいい

のかということがわかりにくいというように私はとらえました。 

実は私は、立場は違うのですけれど、福祉の関係の方で学習支援をし

ております。非常に生々しいことですけど、私は今、中学校ですけど、

どの教科でもそうですけど、単元があって、１つの章があるわけですが、

その簡単な説明があって、そして後ろに簡単な問題を付けた、こういう

ものをつくって、言葉で言いますと貧困家庭の子どもたちに家へ行って

ポストに入れるという作業をしていこうと、学校教育の分野ではないの

ですけれども、そういう形で福祉サイドから子どもたちの学習を見てい

こうと、思っているわけです。 

少し話が長くなって申し訳なかったのですけれども、やはり私たち教

育委員にも、５月３１日まで休みということになりますので、具体的に

どういう手立てをなされるのかということを、学校任せではなくて、中

心になってもらうのは教育委員会事務局だと思うのでね。そういう点

で、これからいよいよ長丁場になってきますけれども、子どもたちが学

校に来ないということで、学習のまさに保障、具体的な保障、各学校任

せではなくて、大変なことだと思いますけれども、教育委員会の事務局

によろしくお願いしたいと思います。大変横柄なことを申し上げました

けれども、よろしくお願いします。 

 

ありがとうございます。この大きな危機が収束した後は、もっとしっ

かりと検証していかなければならないとは思っていますが、現時点で、

私は第３の時期になったのかなと思っています。 

第１の時期というのが、２月２７日の夕方に安倍総理が全国臨時休校

を発表され、２月２８日の金曜日のみを残し、翌３月２日から春休みま

で、休業に入ったという期間でございます。 

このことにつきましては、全国の各学校が寝耳に水のような状況でご

ざいまして、とにかく１日や２日で備えをして、当面はしっかりと各家

庭に連絡がつくように連絡網を確実にする必要がありました。メール等

十分につながっていない場合があるか、つぶさに各家庭の状況をつかん

でおく必要がありました。 



-5- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２８日には当面１週間の家庭学習について課題を出せるようにしま

した。これまでインフルエンザ等で急な休校も学校は経験しております

ので、そうしたような動きをさせてもらったわけでございます。 

そしてポストインや電話連絡などで、子どもたちの状況を把握しなが

ら家庭学習を進めてきました。どうしても子どもだけで家庭にいられな

い家庭については「預かり」として生活支援もしてきました。早く学童

が協力を申し出ていただきましたので、朝８時から夕方６時まで子ども

たちの学童保育も取り組んでいただきました。 

障がい児学童の「ともだち」についても、特別支援学校の子どもたち

や小学校の支援学級の子どもたちの活動に取り組んでいただきました。

これが第１期と考えています。 

さらに４月８日から５月６日までの時期を、第２期と思っているわけ

でございます。 

第１期目の預かりの中では、非常にたくさんの子どもさんが預かりを

希望されました。その時は危機感が、全国的にも地域差があったかなと

思いました。学童もともだちもかなり長時間預かっていただき大変ご苦

労いただいたということもありました。第２期の臨時休業につきまして

は３時半まで、今は１時半までですが、そうした学校と学童との仕事の

分担等をさせていただいたり、預かりについてのルール、医療関係に従

事されていたり、社会の安全のためにどうしても仕事に行かなければな

らないというおうちについて、預かりをさせていただいたのが、第２期

でありました。 

その時の学習については、新学期が始まり新学年の教科書も渡してい

ましたが、指導そのものはなかなかできないという認識がありましたの

で、どうしても復習中心としてそれぞれ学校で工夫しながら進めてきま

した。これが第２期です。 

そして、第３期が５月３１日までです。学習保障の観点で今年度の学

習について家庭でも指導計画に基づいた自学自習というものに踏み込

んでいかなければならないということも考えています。かなり長期戦に

なるのではないかということが想定されますので、いわゆる在宅、家で

何かプリントをするだけというのではなくて、自宅、在宅での学習、そ

してまた学校での対面でする学習、学校での対面学習と自宅での在宅学

習というものを、よりしっかり充実していかなければならないという考

え方に立っています。 

その在宅学習の１つとしては、オンラインの授業というのも１つの選

択肢になります。 
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効果的に在宅学習を進めるためには、それぞれの家庭のインターネッ

トの接続環境がどんなものかということが大事になってきますので、そ

れらの環境に関する調査も必要となります。オンライン学習もすぐにで

きるものでもないのですけれども、そういうことも必要な観点だなとい

うことを十分考えながら、町とも相談しながら進めていきたいなと考え

ています。 

また不登校についても、別室登校ということの課題にも対応できるこ

とになるのかなと思います。まだまだ、また次の第４期が来るのかも知

れませんが、とりあえず５月３１日までは新しい年度の学習を、どんな

学習ができるのかそれぞれ知恵を出し合って、校長会とか担当者会の中

で進めていきたいと思っています。 

 

もう１点だけすみません。先般、中学校へ行ったのですけれども、校

長先生が心配なさっていたことは、職員の勤務対応、私が寄せていただ

いた時には、何人かの先生が学校へ来られてないと。つまり年休を取ら

れているわけですね。 

学校の先生の在宅勤務というのは、大津の方ではあると。教材研究と

かを校長が指示して、それを提出するということだろうと思いますけれ

ども、これから長丁場になってくると先生の仕事、県教委からもいろい

ろ指示等もあろうと思いますが、学校の先生、正規の先生また非常勤の

先生とか、立場は違いますけれども、安心して、なかなか目の前に子ど

もがいないわけですけれど、勤務ができるというような形に、どう言い

ますか、学校なのか自宅なのか、わかりづらいところがありますけれど

も、今、日野町はどういう形ですか。 

 

このように子どもが自宅で待機という状況になると、保護者さんとし

ても、なかなか安心できないということもあります。滋賀県としまして

は、先日から５月６日まで、国の非常事態を受けて、企業に休業につい

ての要請をされ、その中で５分の１行動というのを提唱されています。

初めに聞いた時は極端だなと思ったのですが、５分の１です。８割人の

動きを抑えるという中で、例えば５日間勤務をしているところは１日の

勤務に、５回買い物をしていたら１回に、50 分会議をしているのだっ

たら 10 分にしてとか、完璧にはできないですけれども、それぐらいの

思いを込められています。 

町でも２分の１からはじめ、在宅ということをしながら、クラスター

が発生した時に、閉鎖になるということは避けようとしています。学校
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高橋 委員 

 

吉澤 委員 

 

 

 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

吉澤 委員 

 

今宿 教育長 

 

 

 

吉澤 委員 

 

望主 次長 

 

 

 

 

 

 

 

としましては、出勤している日、自分の都合で休む日（年休）の日、さ

らに承認研修と言って、校長にこの日は職場を離れてこのような内容で

研修をしたいという申し出をして許可されたら、職場を離れていいとい

う研修がありますので、その３つの考え方でさせてもらっています。 

大きな学校と小さな学校といろいろありますけれども、預かりの子ど

もへの対応等調整しながら、出勤の日、在宅の日、場合によっては年休

の日という形で、各学校は対応しています。 

 

ありがとうございました。よくわかりました。 

 

時間がない中で申し訳ないのですけども、まだわからないことだらけ

ですので、非常に初歩的な質問ですけれど、学童保育に登録してある小

学生は預かっていただけると理解したわけですけれども、登録していな

い者は全く行けないのですね。それが１つ目です。 

私の感じですけど、今の勢いでは夏休みは短縮、悪くすると盆休みだ

けくらいではないかなと、もしそうなった場合、今は各教室に空調設備

は全部完備しているのですか。 

 

はい、全部屋、空調は完備されています。 

 

夏休みに振り替えになったとしても、可能なんですか。 

 

炎天下の中の登下校の暑さは心配されますけれども、エアコンは完備

していますので、授業をするのには、以前に比べたら快適な環境になっ

ていると思います。 

 

ありがとうございます。 

 

預かりの方ですが、学童へ行っている子どもさんが対象となりますが

学校によりましては、普段は学校は３時頃終わるので、仕事は３時ごろ

終わって、家で面倒を見るから学童には行っていないというお子さんも

中にはおられます。それは学校が子どもさんの状況を把握して、そこで

ご相談されて、預かりをしているケースも少人数ではありますが、おら

れるという状況です。 

１時半には学童へ行かれますが、その子だけはもう少し学校にとどま

っているということであります。 
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学習保障につきましては、収束によってどのようになるか、また現実

的に計画を練ってもらうと、夏休みとかも含めた中で総合的に判断して

いただくと。ただ、今の段階で想定ばかりしていても、なかなかわから

ないところがありますので、もう少し、ほぼ５月の連休まで緊急事態宣

言により家にとどまっておれば、５月２０日頃にはどのような指数にな

っているのか、発症者が増えているのか、横ばいか、下に向いているの

かが、出てくると思いますので、それによって、最大５月３１日まで休

校となっています。その状況も変わってくるかもわかりませんので、そ

の都度、数字を見ていかないといけないと思いますし、東京で減っても

これから地方が増えてくるかもわかりませんので、その都度、県の動向

をみるなかで判断をしていきたいと思います。 

 

２～３日前に私、ある中学生の親と話をしていたのですが、子どもが

入学式に行って、学校からクラスメイトの印刷物を１枚もらっただけ

で、そのほかには、教科書は保護者が学校に受け取りに行く、最近にな

って自主学習用のプリントをまた親が学校にもらい行くと、それを家で

やるぐらいかなという話をしてくれたのです。そんなに学校とのつなが

りがないのかなという話をしていたのですけれども、例えば学童保育に

行ける子よりも、もっと困難な状況、小さい子の面倒を見ながら家で留

守番をしないといけない子もいるだろうし、私ならもっと早い段階から

家庭訪問して、精神的に困っている子を、学習保障ももちろん大事です

けれども、自分で思うように勉強できない、やろうと思ってもできない、

そしてプリントだけたくさんもらってもお手上げ、そういう子どもたち

を誰が面倒みるのかということになると、家庭訪問を何回かしないとい

けないのではないかなと私は思っています。私なら、そうします。 

精神的に困っている子が必ずいると思うので、そういう子どもたちの

フォローも考えていかないといけない。学校の先生がやるべきだと思い

ますが、それが適切でなければ他の方法も考えていかないといけないと

感じています。 

それと小学校にしても中学校にしても休校になって、各家庭で、ある

いは地域で、子どもたちがどういう変化をしているのか、それが私はも

のすごく気になりますので、例えば学童保育に私が見学に行かせてもら

って、子どもの様子を見させていただくというようなことは、できない

ですか。前触れもなしに行って、こっそり見ていたら具合が悪いでしょ

うし。 
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今宿 教育長 

 

宇田 課長 

 

望主 次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉澤 委員 

 

 

 

望主 次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それは、そのように言っていただいたら大丈夫です。 

 

子ども支援課の方にご連絡いただけば、可能です。 

 

いろいろなご心配をいただきました。他のところではなかなか教科書

が配れないということなどは聞いていましたが、日野町につきましては

８日・９日・１０日ということで、３日間は学校をさせていただいたの

で、教科書等を渡すことはできました。 

ただ、１年生につきましては、人間関係も含めて担任との面談という

のは、３日間しかなかったので、十分にということは不可能だと思いま

す。中学校につきましては電話で連絡を取るとか、こまめにしてくださ

いということは言っておりますので、していただいているかなと思って

おります。 

子どもの心のケアについてですが、要対協の関係のご家庭につきまし

ては、個別事案も多々ありますので、そこは丁寧な問いかけと言います

か、気にかけてほしいということは、何回も言わせていただいています。

小学校レベルなりますと、要対協の関係の方は預かりにも来られなかっ

たり、現実的には学校と上手にコンタクトが取れてない方もおられるか

なと心配していますので、その方については十分に配慮してほしいと言

っています。 

 

私は決して学校の先生を責めているわけではないです。できる限り顔

を突き合わせて話ができる子どもさんとの関係、親との関係を少しでも

お願いしたいと思います。 

 

保護者の意見も極端なんです。なぜ学校を開けるのか、命を守ること

が一番大切なのに、なぜこの時期に預かりも含めて学校を開けるのかと

いうご意見の方もあります。一方では、仕事に行かないといけないので

早くから預けたいという方もおられますので、両極端な意見があります

ので、その中で先生は本当にご苦労していただいているのかなと思って

います。 

今回、４月からは、学校の先生も７時半からローテーションを組んで、

７時３０分から１３時３０分まで学校で預かるというようなこともし

ていただいて、その中でお弁当を作るのが大変という方もおられますの

で、給食もさせていただいています。 

町でいろいろと検討はさせていただいていますし、今、保育園でもか
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吉澤 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

 

なり、長引けば長引くほどストレスが保護者にもかかってきて、それが

子どもさんにも影響が出てきているので、どれだけ子どもさんに影響が

あるのか、本当に注視していかないといけないと思います。中学校の不

登校の子どもさんの数も日野町は高いので、長引けば長引くほど、学校

に行く機会・チャンスを失う子どもさんもおられますので、その事もし

っかり見ていかないといけないなと思っております。 

 

ありがとうございます。教育長からの説明、次長からの説明等、いろ

いろお聞かせいただいて、少し私もつかめるところがあったなと思いま

す。 

今日このようにお話を聞いたのですけれども、この緊急事態の中で、

情報が私のところの入るのが、私も聞かないからダメなんですけど、月

に１回の定例会ではなかなか、こういう状況の中ではちょっと心配、休

校期間が延びますという電話だけでなしに、ぜひ月にもう１回でも、緊

急事態の情報をお聞かせいただけたらと思います。 

 

ありがとうございます。相談させていただきたい気持ちはやまやまだ

ったのですけれども、この状況の中で集まっていただくのもどうかとい

う思いもありました。委員の皆様方には、何かを決めた時には速やかに

報告させていただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程５ 議第２０号 日野町就学支援委員会委員の委嘱または任命

について 

それでは、議事に入らせていただきたいと思います。 

「議第２０号 日野町就学支援委員会委員の委嘱または任命につい

て」を議題にしたいと思います。望主次長、お願いします。 

 

（提案説明） 

 

提案説明に対しまして、質問等ございましたらお出しいただきたいと

思います。 

 

（なし） 
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今宿 教育長 

 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

ご承認いただけますでしょうか。ありがとうございます。 

それでは、「議第２０号 日野町就学支援委員会委員の委嘱または任

命について」を承認することといたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程５ 議第２１号 日野町奨学生選考委員会委員の委嘱について 

続きまして、「議第２１号 日野町奨学生選考委員会委員の委嘱につ

いて」を議題といたします。説明をお願いいたします。 

 

（提案説明） 

 

ただいまの説明に対しまして、ご質問などございませんでしょうか。 

 

（なし） 

 

よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

それでは、特に質問やご意見もないようですので、「議第２１号 日

野町奨学生選考委員会委員の委嘱について」を承認することといたしま

す。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程５ 議第２２号 日野町人権啓発推進委員の委嘱について 

続きまして、「議第２２号 日野町人権啓発推進員の委嘱について」

を議題といます。事務局、説明をお願いします。 

 

（提案説明） 

 

提案説明に対しまして、ご質問・ご意見等ございましたらお願いいた

します。 

 

（なし） 

 

よろしいでしょうか。それでは特にご質問やご意見もないようですの

で、「議第２２号 日野町人権啓発推進員の委嘱について」を承認する

ことといたします。 
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今宿 教育長 

 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

西村 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加納 参事 

 

 

 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程５ 議第２３号 日野町社会教育指導員設置等に関する規則を

廃止する規則の制定について 

続きまして、「議第２３号 日野町社会教育指導員設置等に関する規

則を廃止する規則の制定について」を議題といたします。事務局からの

内容説明をお願いします。 

 

（提案説明） 

 

ご質問等ございませんでしょうか。 

 

この件につきまして、そもそも社会教育指導員の設置は、社会教育に

関する指導技術を有する有能な方を任命するということになっていて、

社会教育委員さんのもとで仕事に従事されるという位置づけであると

聞かせてもらっております。 

この件につきまして吉澤課長に事前にお尋ねしましたら、平成１６年

以降、任命がないということで、いわば枠があっても空っぽのままだっ

たという状態というふうな説明をいただきました。 

これは現に社会教育主事としてご活躍の、正規職員さんがその任に当

たっておられて、実質的に必要がないのだということであろうとは思う

のですけど、ただこういう制度がないということは、将来において、仮

にいろんな状況の中で、卓越した指導力を有する方がおられて、その方

が社会教育上必要であった時に、困る事態が起こるのではないかという

意味では、受け皿というものは残しておく必要があるのではないかと思

うのです。 

今回はいろんな経緯の中で廃止されることについては同意せざるを

得ないと思いつつも、その辺のところの見解をお聞かせいただきたいと

思います。 

 

西村委員の言われるとおり、そういう受け皿が必要ではないかという

ことでございますが、我々もそういう長けた方がお出でになれば、生涯

学習の中で活躍いただきたいという思いもあるのはありますが、今のと

ころ社会教育主事の免許を持った者が、私を含めまして課長、それから

奥井という者が昨年行きましたし、今、グループリーダーの仲上も社会

教育主事の免許を持っておられます。そういう精通した者が生涯学習を

担うようになって、何とか生涯学習を守っていこうというようなところ
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西村 委員 

 

今宿 教育長 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

でもございますので、平成１７年度以降、指導員さんを置いてないとい

うことでやってきたところでございますので、ご理解いただればありが

たいなと思います。 

 

ただいまご説明をいただきまして、了解いたしました。 

 

ありがとうございました。それでは、ほかにございませんでしょうか。 

 

（なし） 

 

それでは、ほかにないようでございますので、「議第２３号 日野町

社会教育指導員設置等に関する規則を廃止する奇策の制定について」を

承認することとさせていただきます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程５ 議第２４号 令和２年度日野町職員の人事異動に伴う主任

級以上の任免について 

続きまして、「令和２年度日野町職員の人事異動に伴う主任級以上の

任免について」を議題といたします。事務局からの内容説明をお願いし

ます。 

 

（提案説明） 

 

「議第２４号 令和２年度日野町職員の人事異動に伴う主任級以上

の任免について」の承認をお願いできますか。ありがとうございます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程５ 報第 ５号 日野町町民会館わたむきホール虹の臨時休館

日について 

続きまして、「報第５号 日野町町民会館わたむきホール虹の臨時

休館日について」でございます。事務局から説明をお願いします。 

 

（提案説明） 

 

以上でございます。ご質問等ございましたらお願いします。 
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谷 委員 

 

 

 

 

加納 参事 

 

 

望主 次長 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

望主 次長 

 

 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

 

 

 

 

 

今宿 教育長 

 

休館の期間は５月６日までとされていますが、学校は５月末となって

いる中で、こういう大きな施設の場合ももうちょっと延期した方がいい

のではないかなという意見がきっと後から出てくるのではないかなと

思うのですけれども、どうなんでしょうか。 

 

今回の教育委員会での報告ということで、５月６日までとなっており

ますが、５月末までを想定した協議はしております。 

 

今ご指摘いただいたとおり、刻々と情勢は変わっておりますので、そ

の都度適正な判断をさせていただきたいと思っておりますので、よろし

くお願いします。 

 

ほかよろしいでしょうか。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程６ 今後の予定 

それでは議事を終了いたしまして、日程６の今後の予定についてでご

ざいます。 

 事務局から説明をお願いします。 

 

16 ページ以降に各課のそれぞれの予定を書かせていただいておりま

すが、大幅な見直し、生涯学習課ですと外に出る事業もたくさんあった

のですが、ほとんど中止になっている状況です。学校の事業につきまし

ても、今、全然見通しが立たないというところでございます。その時々

の教育委員会などでご説明させていただきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いしたいと思います。 

 

現時点では、今後の予定というのはそうした状況になっているわけで

ございます。 

各課の今後の予定でございますが、またご覧いただいて、何かありま

したらお申し出いただきたいと思います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

それでは、貴重なご意見をたくさんいただきまして、ありがとうござ

いました。これからもこのような状況が続くかと思いますが、しっかり
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と考えていきたいと思いますし、また、ご相談できる時には集まってい

ただきたく思いますので、その時にはよろしくお願いいたします。 

それでは、以上をもちまして４月の定例会を終了させていただきま

す。ありがとうございました。 

 

（閉会） 

 

 


